
Ⅳ 参考法令

１ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年法律第二十

九号）（抜粋） 

２ 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入す

る寄附金を指定する件（平成二十三年財務省告示第八十四号、第百四十三号ほかによる一部改正）

（抜粋） 
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１ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年法律第二十

九号）（抜粋） 

（定義）

第二条 この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東

北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

２～４ 省略

（震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除）  

第八条 個人が、平成二十三年三月十一日から平成二十五年十二月三十一日までの期間（次

項において「指定期間」という。）内に、震災関連寄附金（国又は地方公共団体（東日本

大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。）に対する寄附金

及び東日本大震災に関連する所得税法第七十八条第二項第二号の規定により財務大臣が

指定した寄附金をいう。次項及び第三項において同じ。）を支出した場合における平成二

十三年から平成二十五年までの各年分の同条第四項に規定する寄附金控除については、同

条第一項中「各年」とあるのは「平成二十三年から平成二十五年までの各年」と、「支出

した場合」とあるのは「支出した場合（その年中に震災関連寄附金（東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下この項において「震災特例法」と

いう。）第八条第一項（震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例）に規定する

震災関連寄附金をいう。以下この項において同じ。）を支出した場合に限る。）」と、同

項第一号中「特定寄附金の額の」とあるのは「震災特例法第八条第三項に規定する特定寄

附金等金額と震災関連寄附金の額との」と、「百分の四十」とあるのは「百分の八十」と

して、同条の規定を適用する。

【東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第一項により所得

税法第七十八条第一項を読み替えた場合】

（寄附金控除）

第七十八条 居住者が、平成二十三年から平成二十五年までの隔年において、特定寄附金を支出し

た場合（その年中に震災関連寄附金（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律第八条（震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例）に規定する震災関連寄

附金をいう。以下この項において同じ。）を支出した場合に限る。）において、第一号に掲げる金

額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 

一 その年中に支出した震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額（当該合計額がその者の

その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額（以下この号において「総所

得金額」という。）の百分の四十に相当する金額を超える場合には当該百分の四十に相当する

金額）とその年中に支出した震災関連寄附金の額の合計額を合計した金額（当該金額がその者

のその年分の総所得金額等の百分の八十に相当する金額を超える場合には、当該百分の八十に

相当する金額） 

二 二千円 
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２ 個人が指定期間内に支出した震災関連寄附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建

の支援を行う活動（第四項において「被災者支援活動」という。）に必要な資金に充てら

れるもの（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第四十一条の十八の二第一項

に規定する認定特定非営利活動法人又は共同募金会連合会に対して支出するものに限る

ものとし、所得税法第七十八条第一項（前項の規定により適用される場合を含む。）の規

定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特定震災指定寄附金」という。）に

ついては、その年中に支出した当該特定震災指定寄附金の額の合計額（当該合計額にその

年中に支出した特定震災指定寄附金以外の震災関連寄附金の額及び特定寄附金等金額（以

下この項において「他の震災関連寄附金等の金額」という。）を加算した金額が、当該個

人のその年分の同条第一項第一号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額

の合計額（次項において「総所得金額等」という。）の百分の八十に相当する金額を超え

る場合には、当該百分の八十に相当する金額から当該他の震災関連寄附金等の金額を控除

した残額）が二千円（その年中に支出した当該他の震災関連寄附金等の金額がある場合に

は、二千円から当該他の震災関連寄附金等の金額を控除した残額）を超える場合には、そ

の年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額（当該金額に百円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を控除する。この場合において、当該控

除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額（租税特

別措置法第四十一条の十八の二第二項又は第四十一条の十八の三第一項の規定の適用が

ある場合には、当該百分の二十五に相当する金額からこれらの規定により控除する金額を

控除した残額。以下この項において同じ。）を超えるときは、当該控除する金額は、当該

百分の二十五に相当する金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）を限度とする。

３ 前項に規定する特定寄附金等金額とは、租税特別措置法第四十一条の十八第二項に規定

する特定寄附金等の額（震災関連寄附金の額を除く。）と同項に規定する政党等に対する

寄附金の額との合計額（当該合計額が当該個人のその年分の総所得金額等の百分の四十に

相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額）をいう。

４ 第二項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控

除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する

明細書及び当該計算の基礎となる金額、その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられる

ものである旨その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

５ 所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準

用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及

び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項（震

災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除）の規定による控除」と、「当該控除

をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとす

る。

６ その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二

十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の計算）」

とあるのは、「第三章（税額の計算）及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律第八条第二項（震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控

除）」とする。
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２ 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入す

る寄附金を指定する件（平成二十三年財務省告示第八十四号、第百四十三号ほかによる一部改正）

（抜粋） 

所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第七十八条第二項第二号及び法人税法（昭和四十年法律

第三十四号）第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の

各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を次のように指定し、平成二十三年三

月十一日以後に支出された寄附金について適用する。なお、東日本大震災（東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年法律第二十九号）第二条第一項（定

義）に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。）による災害の復旧のために平成二十三年六月二

十四日から平成三十年十二月三十一日までの間に支出された寄附金の額（第四号に掲げるものに該

当するものに限る。）は、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計

算上損金の額に算入する寄附金を指定する件（昭和四十年四月大蔵省告示第百五十四号）第一号及

び第一号の二に掲げる寄附金に該当しないものとする。 

 

一 （省略） 

二 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第六十六条の十一の二第三項（認定特定非営

利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）に規定する認定特定非営利活動法人である法人

の東日本大震災の被災者支援活動（相当の対価又は助成金を得て行われる活動を除く。以下この

号において同じ。）に特に必要となる費用（ホにおいて「必要費用」という。）に充てるために

当該法人に対してされる寄附金であって、当該法人が当該寄附金の募集につき次に掲げる要件を

満たすことについて主たる事務所の所在地の所轄国税局長の確認を受けた日の翌日から平成二

十五年十二月三十一日までの間に支出されたものの全額 

イ 当該法人が当該被災者支援活動を自ら行うために、当該寄附金の募集を行うことについて相

当の理由があること。 

ロ 募集要綱（寄附金の使途並びに募集の方法及び期間並びに募集した寄附金の管理の方法を明

らかにした書面をいう。）に記載された事項についてインターネットの利用その他適切な方法

により公表すること。 

ハ その募集する寄附金に係る会計と他の会計とを区分して経理すること。 

ニ その募集する寄附金の収入の実績並びに当該被災者支援活動に係る活動及び支出の実績に

ついて、適時に、インターネットの利用その他適切な方法により公表すること。 

ホ 平成二十六年十二月三十一日が到来した場合、当該被災者支援活動が終了した場合又は不正

等の事実があった場合には、それまでに受け入れた当該寄附金の額から当該寄附金のうち当該

必要費用に充てられたものの額（同日が到来した場合にあっては、同日後に行う当該被災者支

援活動に係る必要費用の額を含む。）を控除した残額について東日本大震災による被害を受け

た地方公共団体並びに東日本大震災の被災者の収容及び保護を行う地方公共団体その他これ

に類する事業を行う地方公共団体に寄附すること。 

三～七 （省略） 
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